
在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業費補助金交付要綱 

 

 

 （趣旨） 

第１条 知事は、訪問診療を必要とする人工呼吸器使用患者が使用する人工呼吸器が長

期停電時においても稼働できるよう、停電時に備えて患者に貸し出すことができる簡

易自家発電装置等を整備し、災害時においても患者の生命を維持することができる体

制の整備を図ることを目的とした在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業につい

て、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、奈良県

補助金等交付規則（平成８年６月奈良県規則第８号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、「在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業」とは、別紙

「在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業実施要綱（平成３１年２月１３日医政発

０２１３第１０号厚生労働省医政局長通知。以下「厚労省要綱」という。）」に規定

する在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業とする。 

 

 （補助対象事業者） 

第３条 補助金の交付を受けることのできる者（以下「補助対象事業者」という。）は、

医療法（昭和 23年法律第 205号）第７条第１項の規定に基づき許可を受けた病院及び

診療所、同法第８条の規定に基づき届出をした診療所、及び指定訪問看護事業者（健

康保険法（大正 11年法律第 70号）第 88条第１項に規定する指定訪問看護事業者並び

に介護保険法（平成９年法律第 123号）第 41条第１項に規定する指定居宅サービス事

業者（同法に規定する訪問看護を行う者に限る。）及び同法第 53条第１項に規定する

指定介護予防サービス事業者（同法に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。））

とする。 

 

 （補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は別表第３

欄に定める経費とし、補助金の額は次のとおりとする。 

（１）別表の第２欄に定める基準額と第３欄に定める補助対象経費の実支出額とを比

較して少ない方の額を選定する。 

（２）（１）により選定した額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と 

を比較して少ない方の額に第４欄に定める補助率を乗じて得た額を補助金の額と

する。この場合において、算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合

には、これを切り捨てるものとする。 

 

 （補助金の交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（第１号様式）に、次

に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。 

 （１）経費所要額調書 

 （２）設備整備事業計画書 



（３）暴力団排除に関する誓約書 

 （４）その他知事が必要と認める書類 

２ 補助金の交付の申請をしようとする者は、前項に規定する補助金の交付の申請をす

るに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額（補助対象

経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１

０８号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金

額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて

得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以

下「消費税等仕入控除税額」という。）に相当する額を減額して申請しなければなら

ない。ただし、補助金の交付の申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでない

ものについては、この限りでない。 

 

（補助金の交付の決定） 

第６条 知事は、前条第１項に規定する申請書等の提出があった場合において適当と認

めるときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に対し、通知するものとする。 

２ 知事は、前項の交付の決定を行うに当たっては、前条第２項本文の規定により補助

金に係る消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して補助金の交付の申請がなされ

たものについては、審査の上、適当と認めたときは、当該消費税等仕入控除税額に相

当する額を減額して交付の決定を行うものとする。 

 

 （交付の条件） 

第７条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。 

 （１）補助対象事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円（民間団

体にあっては３０万円）以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）

第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する

まで、知事の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、

交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。 

 （２）知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その 

   収入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 （３）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事     

業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率 

的な運用を図らなければならない。 

 （４）補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付する等  

   県が行う契約手続の取扱いに準じるよう努めなければならない。 

 （５）この補助金と対象経費を重複して、他の法律又は予算制度に基づく国及び県の

負担又は補助を受けてはならない。 

２ 知事が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、前項に定め 

る条件のほかに条件を付けることができる。 

 

 （交付決定前着手届） 

第８条 申請者がやむを得ない事由により第６条第１項の規定による交付の決定を受け

ないで、補助事業に着手しようとするときは、交付決定前着手届（第２号様式）を知



事に提出しなければならない。 

 

 （申請の取下げ） 

第９条 第６条第１項の規定による決定を受けた申請者（以下「補助事業者」という。） 

は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、同項の規定による交付の決定 

の通知を受けた日から１０日以内にその旨を記載した書面を知事に提出しなければな 

らない。 

 （変更等の承認の申請） 

第１０条 補助事業者は、規則第５条第１項第１号又は第２号の承認を受けようとする

ときは、変更（中止・廃止）承認申請書（第３号様式）に次に掲げる書類を添えて

知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、

この限りでない。 

（１）経費所要額調書 

 （２）設備整備事業計画書 

 （３）その他知事が必要と認める書類 

２ 前項ただし書に規定する軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。 

 （１）補助対象経費の額が基準額を超えている場合で、基準額を下回らない範囲での

補助対象経費の変更のうち事業内容の変更を伴わないもの 

 （２）その他知事が軽微な変更であると認めるもの 

 

 （指示及び検査） 

第１１条 知事は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行

うことができる。 

 

 （状況報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂

行が困難となった場合は、速やかに知事に報告して、その指示を受けなければならな

い。 

 

 （実績報告） 

第１３条 補助事業者は、事業完了後１か月以内又は当該年度の末日のいずれか早い日

までに、補助金事業実績報告書（第４号様式）に次に掲げる書類を添えて知事に報告

しなければならない。 

 （１）経費所要額調書 

（２）設備整備事業実績報告書 

 （３）その他知事が必要と認める書類 

２ 補助金の交付を受けた者は、前項の実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る

消費税等仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報

告しなければならない。 

 

 （補助金の額の確定） 

第１４条 知事は、前条第１項の規定による報告を受けた場合において、適当と認めた

ときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。 



 

 （補助金の交付請求） 

第１５条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとす

るときは、補助金交付請求書（第５号様式）を知事に提出しなければならない。 

 

 （補助金の交付） 

第１６条 知事は、前条の規定に基づく請求を受けた場合において、適当と認めたと 

 きは補助金を交付する。 

 

 （消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１７条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申

告によりこの補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０

円の場合を含む。）は、消費税等仕入控除税額報告書（第６号様式）により速やかに、

遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月３０日までに知事に報告しなけ

ればならない。この場合において、補助事業者が事業を展開する組織の一支部（一支

社、一支所等）であって自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（本社、本

所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部の課税売り上げ割合

等の申告内容に基づき報告を行わなければならない。 

２ 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合

には、当該仕入控除税額を県に返還しなければならない。 

 

 （交付決定の取消し等） 

第１８条 知事は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、 

 補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 （１）第７条第１項各号に掲げる条件及び第７条第２項の規定により知事が付けた条

件に違反したとき。 

 （２）第１０条の規定に違反したとき。 

 （３）第１１条の規定による知事の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、忌 

   避し、若しくは妨げたとき。 

 （４）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

２ 前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合にあって 

 は、知事は当該取消しに係る部分に関し、既に交付した補助金の返還を命ずるもの 

 とする。 

 

 （帳簿及び証拠書類等） 

第１９条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当

該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確

定の日の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。ただし、事業に

より取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産

の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行

令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日の

いずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

 



 （その他） 

第２０条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は、知事が別に定める。 

 

   附 則 

この要綱は、令和５年９月１４日から施行し、令和５年度の補助金から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和 7年１０月１７日から施行し、令和７年度分の補助金から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度分の補助金から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月９日から施行し、令和８年度分の補助金から適用する。 

 

 

 

別表（第４条関係） 

１ 区分 ２ 基準額 ３ 補助対象経費 ４ 補助率 

在宅人工呼吸器使

用者非常用電源整

備事業 

１台あたり212千円 停電時に貸し出せる簡易自家

発電装置等の購入費 

２分の１ 

 

 


